
税理士による確定申告相談会場（滋賀）

会場名等 会場の所在地 最寄の交通機関 開設期間 開設時間 参考
午前9時30分～正午 小規模事業者の方・消費税の申告が必要な方が対象
午後1時～午後4時 （不動産譲渡及び贈与税の申告を除く）

午前9時30分～正午 小規模事業者の方・消費税の申告が必要な方が対象
午後1時～午後4時 （不動産譲渡及び贈与税の申告を除く）

午前9時30分～正午 小規模事業者の方・消費税の申告が必要な方が対象
午後1時～午後4時 （不動産譲渡及び贈与税の申告を除く）

木之本町商工会館 長浜市木之本町木之本1952 湖国バス「長浜市役所木之本支所」バス停下車すぐ 2月21日（火）

米原市商工会東部支所 米原市長岡1205-3 湖国バス「米原市役所山東庁舎」バス停下車すぐ 2月23日（木）

長浜商工会議所 長浜市高田町10-1 湖国バス「市役所前」バス停下車すぐ 2月27日（月）～29日（水）


